
利根沼田広域消防本部からのお知らせ
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林野火災の予防を目的に、火災予防条例が一部改正され、令和 8年 1月 1日から各市町村

長が、林野火災注意報・林野火災警報を発令できるようになりました。

対象期間は1月から5月の間ですα

林野火災の発生原因の大半は、「たき火Jや「火入れ」といつた人為的な要因によるものです。

貴重な森林資源や家屋など、住民の生活を林野火災から守るため予防対策にご協力ください。

乾燥・少雨により林野火災の予防止注意を要する気象状況になつた際には、「林野火災注意

報」が、さらに強風が重なり、林野火災が大規模化しやすい危険な気象状況になつた際には、

「林野火災警報」が、各市町村長から発令されます。

なお、区域力髯旨定されて発令された場合は、その区域内が対象となります。

林野火災注意報。警報の発令状況について、各市町村のホームページやSNS等により確認し

てください。

林野火災注意報

火災とまざらわしい行為等は、年間を通して消防署への届出が必要です。

※廃棄物の野焼きは一部例外を除き法律で禁止されています。消防署への「火災とま

ぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出」は野焼きなどの許可では

ありません。近隣から苦情等があつた場合は、注意・指導を行うことがあります。

日 覧

屋外での火の使用は控える

屋外での火の使用は制限される

※ 違反者には罰則規定があります。

たき火等の行為の注意事項

!燃えやすい物の近くで行わない 1      'た き火等の最中はその場から基れない !

!風が強い時や火災管報発令中には行わない 1 1水パケツや消火昌静などの消火準備をする I

I終了後監完全に消火したのを確認するなど、十分、注意と′て行つてください。

お→問い合わせ :利根沼田広域消防本部予防課 電話 0278-22-3137(令和 8年 5月 ) 消防本部HP


